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①補助対象者の要件

以下のすべてにあてはまる場合に対象となります。 

□申請者が、令和３年４月１日以降に市内に移住（住民票を異動し生活の本拠を浜松市に移す）して

いること。 

□申請日現在において、市内に移住した日から２年以内であること。ただし、本市の地域おこし協力

隊型隊員にあっては委嘱期間を市内の居住期間に含めない。 

□申請日現在において、申請者が配偶者等（申請者との婚姻関係者又は浜松市パートナーシップ宣誓

者及び静岡県パートナーシップ宣誓者）を有し、共に５０歳未満であること。 

または、申請者がひとり親家庭（満 20歳未満の未婚の子どもを持つ、母子・父子家庭）の世帯主で

あって５０歳未満であること。 

若しくは、かつてひとり親家庭であった世帯で、補助対象世帯員全員が５０歳未満であること。 

□申請日現在において、申請者が移住する直前の１０年間のうち、通算５年以上、市外に居住し、

移住する直前に連続して１年以上、市外に居住していること。 

□日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しく

は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 

□補助対象住宅が所在する地域の自治会に加入していること。 

□市内の取得した住宅または市内の賃借した住宅に５年以上居住する意思を有すること。 

□申請日において、直近１年間の申請者とその配偶者等の所得の合計が 1,000 万円以下であること。

□補助対象世帯員（申請者とその世帯員）全員が移住する直前に在住していた市区町村において、

最近１か年市区町村税を滞納していないこと。 

□市税の未申告及び滞納がないこと。 

□補助対象世帯員に暴力団員等がいないこと。 

【補助金の概要】 
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②対象となる経費  

補助額は補助対象経費の合計額の２分の１以内（千円未満切り捨て）で１００万円を限度とします。 

また、申請日現在において、直近２年間に要した費用が対象となります。 

※１ 申請日現在において、直近２年間に要した費用に限る。 

※２ 対象経費の算定にあたり、以下のものは控除した金額とすること。 

     ア 勤務先からの住宅手当、引越手当その他これに類する金員 

※３ 区分１と２は、併用して補助を受けることはできないものとする。 

区分 補助対象経費 内容 

１新築・取得 

費用 

申請者または配偶者が

自ら居住するための市

内の住宅の新築または

取得に要する費用 

・新築住宅の工事費 

・建売・中古・分譲マンション等の購入費 

ただし、家具家電等、独立した備品の購入費は

除く 

２増築・改修 

費用 

申請者または配偶者等

が自ら居住するための

住宅の増築または改修

に要する経費 

・居住部屋、浴室、洗面所、台所、トイレ、 

玄関の増設または改修工事費 

・間取り変更工事費 

・外壁、屋根の改修工事費 

・排水設備、電気設備、給湯設備等の改修・ 

設置工事費 

・床、内装、天井等の改修工事費 

３住宅賃借 

費用 

申請者または配偶者等

が居住するために住宅

を賃借するための費用 

・仲介手数料 

・敷金（退去修繕費、クリーニング費用、 

鍵交換費用を含む） 

・礼金 

・保証金（保証委託料、保険料を含む） 

・共益費１か月分 

・賃料１か月分（駐車場使用料１か月分を含む）

４引越移転 

費用 

補助対象世帯員が移住

するために引越移転す

る場合に要する費用 

・引越移転に要した経費のうち、 

引越業者または運送業者に支払った費用 

５その他 

費用 

地域コミュニティにお

ける共助に要する費用 

・自治会費１年分（自治会入会金を含む） 

下記に掲げるものは、中山間地域内への移住に

のみ対象とする 

・飲料水の供給を受ける際にかかる初期費用 

（公共水道を除く） 

・地上デジタル放送等の共聴施設管理組合等に

かかる初期費用 
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※市内に移住した日から２年以内に申請をお願いします。 

P6～10に示す「申請に必要な書類」を一式揃え、浜松市役所市民協働・地域政策課 

窓口に提出してください。 

※申請の期間…市内に移住した日から２年以内

移住した日から２年を超えると補助を受けられませんので、ご注意ください。 

申請書類の内容を審査し、補助対象者の要件に該当する場合は「交付決定通知書」を 

送付します。 

※審査は「申請書」の受付から、１か月程度を要します。 

「交付決定通知書」の交付決定額を確認し、「請求書」を作成・提出してください。 

※指定の口座に補助金を振り込みます。請求書受付後１か月程度を要します。 

補助金交付までの手続きの流れ 

③請求書提出 

①申請書類提出 
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①
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以下の経費は補助対象外となります。

※土地の取得に要する経費、店舗等を兼ねる住宅の場合は、店舗等の部分の経費

※他の公的制度による補助等を受けた住宅にかかる経費 

※過去に補助金の交付を受けた者や、その補助対象世帯員が新たに取得または賃借

する住宅にかかる経費 

【新築・取得費用】  

対象となる住宅 

居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物

（土地に定着し、屋根と柱又は壁を有するもの） 

※新築住宅・中古住宅どちらも可  

※分譲マンション可 

補助対象経費 
申請者または配偶者が自ら居住するための市内の住宅で新築または

取得に要する費用 

対象経費の内容 
新築工事費用（居住の用に係る部分） 

建売住宅、既存住宅、分譲マンションなどの購入費用 

新築住宅完成前の申請

について 

※仮住まいの住宅と新

築住宅が同じ自治会の

区域内にあることが前

提です。 

新築住宅が完成する前に申請する場合は、補助対象住宅が所在する

地域の自治会に加入していることが前提となります。 

共通提出書類に追加して、建築基準法に基づく確認済証（写）、工事

が開始されたことが確認できる書類（「確認済み」を表示した工事現

場の日付入り写真）を提出することで申請ができます。 

新築住宅完成後、速やかに現況写真、建物の登記事項証明書（全部

事項証明書）の写し、入居後の補助対象世帯員全員の住民票の写し、

領収書の写し等を提出してください。 

   ※次ページの「増築・改修」との併用はできません。 

×対象とならない費用の一例 

     ・土地の購入費用、公的機関への手続き費用 

・工事中の仮住宅に関わるもの。家具家電等、独立した備品 など 

新築住宅完成前における申請するタイミングについて

補助対象の内容 
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・自治会加入証明書
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 【増築・改修】 

対象となる住宅 
居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物

（土地に定着し、屋根と柱又は壁を有するもの） 

補助対象経費 
申請者または配偶者等が自ら居住するための住宅の増築または改修

に要する経費 

主な対象経費の内容 

居住部屋、浴室、洗面所、台所、トイレ、玄関の増設・改修工事費 

間取りの変更工事費 

外壁、屋根の改修工事費 

排水設備、電気設備、給湯設備等の改修・設置工事費 

床、内装、天井等の改修工事費 

   ※前ページの「新築・取得費用」との併用はできません。 

※改修は、住宅の性能・機能等を向上させる工事、現状維持または以前の状態に回復するための

工事が対象になります。 

×対象とならない費用の一例 

・外構、植栽、居住の用に供さない別棟の建築物（車庫、物置、倉庫など）に関するもの 

・ハウスクリーニング、シロアリ駆除に関するもの  

・自身で部品等を購入し、増築・改修を行うＤＩＹ等、請負によらない工事 

     ・工事期間中の仮住宅に関わるもの 

・家具家電等、独立した備品  など 

【住宅賃借費用】   

対象となる住宅 

居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物

（土地に定着し、屋根と柱又は壁を有するもの） 

※マンション、アパート、戸建て住宅等の賃貸住宅 

補助対象経費 申請者または配偶者等が居住するために住宅を賃借するための費用 

補助経費の内容 

仲介手数料、敷金（退去修繕費、クリーニング費用、鍵交換費用を

含む）、礼金、保証金（保証委託料、保険料を含む）、共益費１か月

分、賃料１か月分（駐車場使用料１か月分を含む）

×対象とならない費用の一例 

     ・消臭費用、緊急サポートサービス等

     ・勤務先からの住宅手当

【引越移転】 

対象となる住宅 
居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物

（土地に定着し、屋根と柱又は壁を有するもの） 

補助対象経費 補助対象世帯員が移住するために引越移転する場合に要する費用 

補助経費の内容 

引越運搬費用 

引越移転に要した経費のうち、引越業者または運送業者に支払った

費用 

×対象とならない費用の一例 

    ・自己で搬出するための車両のレンタル費用やそれに伴うガソリン代 
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・エアコンの取り付けに伴う電気工事 

・荷物の一時保管等の付帯サービス 

・勤務先からの引越手当         など 

【その他の費用】 

対象となる住宅 
居室、寝室及び浴室、洗面所、台所、トイレの設備を有する建築物

（土地に定着し、屋根と柱又は壁を有するもの） 

補助対象経費 地域コミュニティにおける共助に要する費用 

補助経費の内容 

・自治会費 1年分（自治会入会金を含む） 

下記に掲げる費用は中山間地域内への移住に限ります。 

・飲料水の供給を受ける際にかかる初期費用（公共水道は除く） 

・地上デジタル放送等の共聴施設管理組合等にかかる初期費用 

●複数の補助内容について申請する場合、重複する書類は提出いただく必要はありません。 
●提出いただいた書類は返却できませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。 

【共通書類】
必要な書類 

□ 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金交付申請書（第１号様式） 記入例 P.17
※申請者欄は署名又は記名押印してください（シャチハタ不可）。 

押印した場合は、本補助金に関する一連の手続きにおいて、すべて同じ印を使用してください。 

□ 補助対象世帯員全員の住民票 取得方法 P.11 
・申請日から３か月以内に発行されたもので、続柄の記載があること 

・マイナンバーの記載のないもの 

・「生年月日」「続柄」の記載があること 

□※ 戸籍謄本 
・申請者がひとり親である場合は提出してください。 

□※ 「浜松市パートナーシップ」又は「静岡県パートナーシップ」宣誓書受領証の写し
・申請者と「浜松市パートナーシップ」又は「静岡県パートナーシップ」の宣誓をした方は宣誓書

受領証の写しを提出してください。 

□※ 在留カードの写し 
・外国人の方は提出してください。

□ 対象事業の領収書のコピー 領収書例 P.33
・申請者または配偶者等に対して発行された領収書で、発行者の名称、所在地の記入、押印があり、

対象経費の内容が確認できること 

・収入印紙が貼り付けされ、消印があること（５万円未満（税抜）の場合、電子化の場合は除く） 

・引越しの領収書は、転居前後の正確な住所が番地まで記載されているものを提出すること 

なお、領収書に記載がない場合は上記内容の記載がある見積書を併せて提出すること 

・新築住宅で完成前に申請する場合は、完成後速やかに提出すること 

※領収書に内訳が記載されていないものは、補助対象経費の内訳が分かる請求書や、契約書、仕様書

等をあわせて提出してください。 

※金融機関が発行する振込金受領書等の場合は、本事業の振込であることが確認できるよう、振込先

口座及び振込金額等が分かる請求書や契約書等をあわせて提出してください。 

申請に必要な書類 

ﾁｪｯｸ 
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□ 申請者及び配偶者等の所得のわかる課税証明書 取得方法 P.11
・課税証明書は１人につき１通です。 

働いている・いないにかかわらず「課税証明書」または「非課税証明書」が必要になります。 

・かつて、ひとり親家庭であった世帯の補助対象世帯員に所得があった場合も提出してください。 

※令和５年度（令和４年分）のもの

□ 市税納付・納入確認同意書（第２号様式） 記入例 P.19 
・同居等を行う世帯員全員の署名。子どもの分は親が代筆の上押印（申請者の印は「補助金交付申請
書」と同一のもの）。その他自筆できない方の署名は代筆の上、押印。 

□ 暴力団排除に関する誓約書（第３号様式） 記入例 P.21 
・暴力団員等または暴力団員等と密接な関係にないことを誓約するもの。 

氏名欄は署名又は記名押印をしてください。 

□ 補助対象となる住宅の案内図 
・近隣施設がある等、住宅の場所を案内できるもの。 

□ 市外での在住地及び在住期間が確認できる書類（移住前１０年間のうち通算 5 年以上の証明）
取得方法 P.12 
・申請者の状況が確認できる「住民票の除票」、または「戸籍の附票」を提出してください。 

□ 移住前の市区町村において最近 1か年市区町村税を滞納していないことを証明する書類  
取得方法 P.13 
・補助対象世帯員全員（大人分）の市区町村税の全税目について滞納がないことを証明する 

「完納証明書」または「納税証明書」を提出してください。 

※原則、令和４年度のもの（ただし、令和４年１月１日時点で既に浜松市に移住していた場合は、 

移住前の市区町村で令和３年度のものを取得してください。） 

□ 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書 
（第４号様式）記入例 P.23 
・本補助金に関する報告及び立入調査、返還条件、本補助金の補助対象経費が他の補助金との重複が

ないことについて誓約するもの。また、誓約事項が守られているか確認するために、本市が在住確

認をすることに同意するもの。 

・氏名欄は署名又は記名押印をしてください。 

□ 自治会加入証明書（第５号様式）記入例 P.25 
・補助対象住宅が所在する地域の自治会に証明書を作成いただき、提出してください。 

・会長名欄は必要事項を明記いただき会長印を押印していただくよう、ご依頼ください。 

なお、作成を依頼する場合は自治会に加入していることが分かる書類（賃貸住宅の場合は契約書に

自治会費の徴収等の記載があるもの等）を持参して、作成をご依頼ください。 

□※ 他の補助金の交付決定通知書 
※対象住宅が、他の補助金を受けている場合のみ 

□※ その他要件確認に必要と認める書類
※対象となる住宅や世帯の状況、移住前の在住地や在住期間、勤務先からの住宅手当や引越手当が 

ある、工事内容などにより、上記書類の他に、審査に必要な資料を求めることがあります。 

□※…一部の方に提出いただく書類

注意：提出書類の名義が現在の名字と異なる場合は、変更されたことが分かる書類を提出してください。 

例：戸籍謄本、名字変更が表示された運転免許証の写し、マイナンバーカード表面の写し
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●新築、取得、増築・改修における平面図、配置図、面積表は、建築士、土地家屋調査士、測量士

などの資格のある者が作成した建築確認申請等の法的手続きに添付した図面を原則とする。

【新築（完成前に申請する場合）】 
共通書類以外に必要な書類 

□ 現況写真（カラー写真） 提出例 P.31 
・対象となる土地の全景の写真（新築工事が行われる前のもの）※別の角度から２枚以上

□ 建物の平面図  
・各階ごとの部屋の配置が分かるもの

□ 建物の配置図  
・敷地内において、工事が行われる建物が特定できるもの

□ 新築工事請負契約書または請書のコピー
・請負金額、業者名、収入印紙、業者の押印のあるもの。 

・契約書で対象費用の明細が確認できない場合は、確認できるものを提出してください。

□ 建築確認済証のコピー及び工事が開始されたことが確認できる書類 
・工事が開始されたことが確認できる書類は「確認済み」を表示した工事現場の写真（日付入り）を

提出してください。 

□※ 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金に関する承諾書（第6号様式）記入例 P.27
※同居等を行う世帯員以外に、土地の所有者がいる場合のみ必要です。

□※ 居住の用に供する部分の床面積が確認できる図面（平面図及び面積表など） 
※併用住宅の場合のみ必要です。

※居住部分と居住以外の部分が明確に区分できない共通した部位に係る工事（共通工事）がある場合、

共通工事費の内居住部分の床面積按分の工事費のみが補助対象となります。

共通書類以外に必要な書類（完成後に速やかに提出）
□ 現況写真（カラー写真） 提出例 P.31

・対象となる建物の外観全景の写真※２面以上（建物が完成しているもの）

□ 建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 取得方法 P.13 
・申請者または配偶者等の名義で、建物の表示または保存に関する登記を確認できるもの 

□ 新築住宅入居後の補助対象世帯員全員分の住民票の写し 取得方法 P.11 
・マイナンバーの記載のないもの 

・「生年月日」「続柄」の記載があること 

□ 対象事業の領収書のコピー 領収書例 P.33 
・申請者または配偶者等に対して発行された領収書であること 

・発行者の名称、所在地の記入、押印があること 

・収入印紙が貼り付けされ、消印があること（５万円未満（税抜）の場合、電子化の場合は除く） 

・対象内容に係る領収書であることが確認できること 

※領収書に内訳が記載されていないものは、補助対象経費の内訳が分かる請求書や、契約書、仕様書

等をあわせて提出してください。 

※金融機関が発行する振込金受領書等の場合は、本事業の振込であることが確認できるよう、振込先

口座及び振込金額等が分かる請求書や契約書等をあわせて提出してください。

□ 自治会加入証明書（第５号様式）記入例 P.25 
・補助対象住宅が所在する地域の自治会に、新住所で再度証明書を作成いただき、提出してください。

・会長名欄は必要事項を明記いただき会長印を押印していただくよう、ご依頼ください。

ﾁｪｯｸ 

ﾁｪｯｸ 
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【新築（完成後に申請する場合）】 
共通書類以外に必要な書類 

□ 現況写真（カラー写真） 提出例 P.31
・対象となる建物の外観全景の写真※２枚以上（建物が完成しているもの）

□ 建物の平面図  
・各階ごとの部屋の配置が分かるもの

□ 建物の配置図  
・敷地内において、工事が行われる建物が特定できるもの

□ 新築工事請負契約書または請書のコピー
・請負金額、業者名、収入印紙、業者の押印のあるもの 

・契約書で対象費用の明細が確認できない場合は、確認できるものを提出してください。

□ 建築検査済証のコピー 
□ 建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 取得方法 P.13 

・申請者または配偶者等の名義で、建物の表示または保存に関する登記を確認できるもの 

□※ 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金に関する承諾書（第6号様式）記入例 P.27
※同居等を行う世帯員以外に、土地の所有者がいる場合のみ必要です。

□※ 居住の用に供する部分の床面積が確認できる図面（平面図及び面積表など） 
※併用住宅の場合のみ必要です。

※居住部分と居住以外の部分が明確に区分できない共通した部位に係る工事（共通工事）がある場合、

共通工事費の内居住部分の床面積按分の工事費のみが補助対象となります。

【取得】 
共通書類以外に必要な書類 

□ 現況写真（カラー写真） 提出例 P.31
・対象となる住宅の全景の写真 ※２枚以上

□ 建物の平面図 
・各階ごとの部屋の配置が分かるもの 

※マンションにおいては、専有する部分の平面図

□ 建物の配置図 
・敷地内において、建物が特定できるもの

□ 住宅の売買契約書のコピー
・売買金額、業者名、収入印紙、業者の押印のあるもの

□ 建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 取得方法 P.13 
・申請者または配偶者等の名義で、建物の表示または保存に関する登記を確認できるもの 

□※ 建築検査済証のコピーまたは工事が行われたことが確認できる書類 
※検査や工事が行われた場合のみ必要です。 

□※ 居住の用に供する部分の床面積が確認できる図面（平面図及び面積表等） 
※併用住宅の場合のみ必要です。

※居住部分と居住以外の部分が明確に区分できない共通した部位に係る工事（共通工事）がある場合、

共通工事費の内居住部分の床面積按分の工事費のみが補助対象となります。

ﾁｪｯｸ 

ﾁｪｯｸ 

□※…一部の方に提出いただく書類
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【増築・改修】 
共通書類以外に必要な書類 

□ 現況写真（カラー写真）及び写真の位置が分かるもの 提出例 P.31～32 
①対象となる住宅の外観の写真 

②対象工事の施工前後の写真 

例）段差の改修の場合：段差が改善・解消される箇所の工事前後の写真 

（段差のある状況が明確に判別できるもの） 

※工事を行った全ての場所（部屋の全てを改修する場合は、部屋の全ての壁面・床面・天井面）の

写真、内装のみの改修であっても外観の全景写真も必要です。 

※夕暮れ・夜間、逆行、ピントが合わない状態での撮影など、不鮮明な写真は提出書類として認めら

れません。 

□ 建物の平面図（増築・改修前及び増築・改修後のもの 間取りに変化がなければ１枚で可） 
・各階ごとの部屋の配置および増築・改修部分が分かるもの

□ 建物の配置図 
・敷地内において、工事を行う建物が特定できるもの

□ 工事請負契約書または請書のコピー
・請負金額、業者名、収入印紙、業者の押印のあるもの 

・契約書で対象費用の明細が確認できない場合は、確認できるものを提出してください。

□※ 建築検査済証のコピー
※建築確認を行った場合のみ必要です。

□ 建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 取得方法 P.13 
・申請者または配偶者等若しくは補助対象世帯員の名義で、建物の表示または保存に関する登記を 

確認できるもの 

□※ 浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金に関する承諾書（第6号様式）記入例 P.27
※同居等を行う世帯員以外に、土地や建物の所有者がいる場合のみ必要です。

□※ 居住の用に供する部分の床面積が確認できる図面（平面図及び面積表など） 
※併用住宅の場合のみ必要です。

※居住部分と居住以外の部分が明確に区分できない共通した部位に係る工事（共通工事）がある場合、

共通工事費の内居住部分の床面積按分の工事費のみが補助対象となります。

【住宅賃借費用】
必要な書類

□ 建物の賃貸借契約書のコピー 
・金額、業者名、建物の表示、契約条件、契約期間、入居者等を確認できるもの

□※ その他対象経費が確認できる書類（領収書の金額・内容などで整合がとれているもの） 
・賃貸借契約書のコピーで確認できない場合は、対象経費が把握できる請求書を提出 

【引越移転】
必要な書類

□ 見積書のコピー（領収書の金額・内容などで整合がとれているもの） 
・事業者の押印、対象費用の内訳、転居前後の正確な住所が番地まで記載されていること。 

ﾁｪｯｸ 

□※…一部の方に提出いただく書類

ﾁｪｯｸ 

ﾁｪｯｸ 
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【書類の取得について】 
●住民票の写しの取得について  
【発 行 場 所】 浜松市（住民登録をしている市町村）

【持 ち 物】 ・本人確認書類

・請求者の認印（窓口で本人が署名の場合は不要、スタンプ式不可）

※代理の場合は、委任状

【発行手数料】 １枚３５０円（浜松市の場合）

※金額は発行市区町村による

※補助対象世帯員全員の分が必要です。

【発 行 窓 口】 各区役所・協働センター・市民サービスセンターなどの窓口（平日）、

マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの交付サービス、

日曜証明書交付サービス（本人のみ）、郵送請求   など

【住民票発行内容】 世帯全員記載・続柄の記載あり・マイナンバーの記載なし

●課税証明書の取得について（以下、浜松市の場合） 
【発 行 場 所】 令和５年１月１日にお住まいの市区町村 

【持 ち 物】 ・申請者の官公署発行顔写真付き本人確認書類

・請求者の認印（窓口で本人が署名の場合は不要、スタンプ式不可） 

※代理の場合は、委任状（市内在住の同世帯の親族で依頼があれば委任状省略可）

【発行手数料】 １枚３５０円 ※現金のみ

              ※申請者と配偶者等分がそれぞれ必要です。

【発 行 窓 口】 市民税課・税務総務課・各区役所区民生活課・協働センター・市民サービスセンターなど

の窓口（平日）、マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの交付サービス、

日曜証明書交付サービス（税務総務課（053‐457‐2261）へ要事前連絡）、郵送請求など

【発 行 内 容】

●年度 ： 令和５年度

                   ●通数 ： 申請者及び配偶者等各１通ずつ

※課税のない方については、非課税証明書となることがあります。 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

＜課税証明書での所得制限の確認方法について＞ 

課税証明書に記載される「合計所得金額」が、申請者と配偶者等の合計で 1,000 万円以下であること。 
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●住民票の除票、戸籍の附票の取得について 
これらの書類は、申請者が浜松市に移住する直前の 10 年間のうち、通算 5 年以上、市外に居住し、

移住する直前に連続して 1 年以上、市外に居住していたことを証明するものです。

住民票の除票（写）について

転出などにより消除された住民票の写しのことです。

転出の場合は、住民票記載事項のほかに、転出先の住所と異動年月日が記載されていますので、

転出した市区町村での在住地と在住期間を証明することができます。

ただし、在住していた市区町村が複数ある場合は、それぞれの市区町村で発行していただく必要

があります。

また、市区町村によっては、転出後 5 年間のみ発行可能の場合がありますので、ご注意ください。

 戸籍の附票（写）について

   今までの住所と住所を定めた日が記録されています。在住していた市区町村が複数ある場合でも、

この書類により 5 年間の在住地と在住期間を証明できる場合があります。

ただし、本籍を変更した場合や、結婚などで夫婦の戸籍を作った場合などは、それ以降の住所しか

記録されていませんので、ご注意ください。

【発 行 場 所】 住民票の除票 移住する前に在住していた市区町村

戸籍の附票  本籍地の市区町村

以下は浜松市の場合です。

詳しくは、発行する市区町村の関係窓口にお問い合わせください。

【持 ち 物】 ・本人確認書類

・請求者の認印（窓口で本人が署名の場合は不要、スタンプ式不可）

※代理の場合は、委任状。

【発行手数料】 １枚３５０円（住民票の除票、戸籍の附票ともに）

【発 行 窓 口】 住民票の除票 各区役所・協働センター・市民サービスセンターなどの窓口（平日）、

マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの交付サービス、

日曜証明書交付サービス（本人のみ）、郵送請求 など

戸籍の附票  各区役所、協働センター、市民サービスセンターなどの窓口（平日）
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●完納証明書・納税証明書の取得について 
これらの書類は、浜松市に移住する直前の市区町村において、市区町村税（全税目）を滞納していない

ことを証明するものです。

【発 行 場 所】 移住前の市区町村

【発 行 内 容】 ●年度：令和４年度（納税証明書等が年度ごとに発行される場合）

        ●通数：申請者及び配偶者等各１通ずつ

＜移住日と取得する年度の例＞

※例外※ 

令和４年１月１日時点で既に浜松市に移住していた場合

●建物の登記事項証明書（全部事項証明書）の発行について  
【発 行 場 所】 法務局（全国どちらの法務局でも申請できます）

        インターネットを通したオンラインによる交付請求を行うことができます。

【発 行 時 間】 平日午前８時３０分～午後５時１５分（窓口）

        平日午前８時３０分～午後９時（オンライン申請）

※午後５時１５分以降の申請は翌営業日以降の手続きとなります。

※オンライン申請にはシステムへの登録もしくは申請書用ソフトのダウンロードが必要です。

【発行手数料】 ６００円（窓口）

        ５００円（オンラインによる交付請求、郵送受取）

        ４８０円（オンラインによる交付請求、最寄りの登記所または法務局証明サービスによる受取）

【発 行 内 容】 共同担保目録・信託目録なし

R4 年度 R5 年度 

移住日 

R5.5/1

申請日 

9/1 令和 4 年度分の「納税証明書」を取得

R4 年度 R5 年度 

移住日 

R4.1/1

申請日 

9/1 令和 3 年度分の「納税証明書」を取得
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必要な書類
□ 請求書（第 14号様式） 記入例 P.29

・補助金交付決定通知書に示される金額の記入があること。押印は不要です。 

・申請者名義の振込先が明記されていること

調査への協力について 
 補助金の円滑な運用、また今後の取組の参考とするため、市による現地調査、補助実施後の追跡調査

等へのご協力をお願いします。 

補助金請求に必要な書類 

ﾁｪｯｸ 
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●浜松市での居住の継続について 
 本事業は、浜松市内に定住していただくことを前提にしています。 

以下に該当する場合は補助金の返還を求めます。また、補助金の返還にあたっては加算金（民法上の

違約金。年 10.95％）を請求し、補助金の返還が遅れた場合は損害遅延金（年 10.95％）を請求します。

 ・新築・取得費用または増築・改修費用の補助を受けた者であって、 

補助金の申請日から５年を経過する前に補助対象世帯員全員が補助対象住宅から転居した場合。 

・住宅賃借費用または引越移転費用の補助を受けた者であって、 

補助金の申請日から５年未満に補助対象世帯員全員が市外へ転出した場合。 

なお、交付の条件を満たすことが困難になった場合は、速やかに当課にご報告ください。 

●他の補助制度との併用について 
本事業による補助金と他の補助制度との併用について、下記は補助対象外となります。 

・市から、本事業と同種の目的の補助等を受けた住宅にかかる経費 

 【例】浜松市まちなか定住促進補助金（浜松市住宅課）による補助等を受けた場合 

→ 当該住宅にかかる経費は、ハマライフ住宅補助金の補助対象外となります。（併用不可） 

・Ｐ２に記載する補助対象経費の内容に関して他の公的制度による補助等を受けた住宅にかかる経費

（当該補助等を受けた補助金額、または補助率がある場合は補助金額を補助率で除した金額） 

 【例】こどもエコすまい支援事業（国土交通省）による補助等を受けた場合 

→ 当該補助等を受けた補助金額は、ハマライフ住宅補助金の補助対象外となります。

●補助事業により取得した不動産等の適切な維持管理について 
補助事業により取得又は効用の増加した不動産等については、耐用年数を勘案した期間中、適切に管

理する必要があります。 

●補助金交付の取消し・返還について 
補助金の交付を受けた方が、偽りの申請を行っていた場合や、要綱の規定に違反した場合などは、補

助金交付の決定を取り消すことがあります。 

交付決定を取り消した際、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めます。 

また、加算金（民法上の違約金。年 10.95％）を請求し、補助金の返還が遅れた場合は損害遅延金（年

10.95％を請求します。

●その他 
 消費者トラブルを防ぐため、契約にあたっては内容を十分に確認したうえで締結することが重要です。 

 工事中の騒音や車両の出入りなどによって、近隣とトラブルになるケースが見受けられます。工事の

方法などは、十分に検討してください。 

住宅に関わるお悩みの相談は下記にすることができます。 

その他申請にあたっての注意事項
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 住まいるダイヤル ０５７０－０１６－１００（通話料がかかります） 

          １０：００～１７：００（土・日・祝休日・年末年始を除く） 

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理センター 

（法律に基づき国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です） 
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浜松 太郎

浜松市中区元城町○○○－○

浜
松 

３５

053-000-1234

浜松 花子 ３0

950,000

３

記入例（浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金交付申請書） 

浜松 一郎

45,250

5,000

1,000

1,900,000

90,500

10,000

2,000,500

1,500,000

3,500,500

2,500,500

3,500,500

記載方法が分からない

場合は、職員がお手伝

いしますので、気軽お

問い合わせください。

ハママツ タロウ

ハママツ ハナコ

ハママツ イチロウ

申請者が署名した場合

は押印不要。ワープロ

入力、記名（自著以外）

の場合は押印

〒430-0942
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【浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金申請書の記入例】

申請者氏名 申請者とフリガナを記入します。 

印 申請者自身が署名する場合、押印は不要です。 

ワープ入力や記名（自署以外）の場合は押印が必要です。印鑑は認印でも

構いませんが、ゴム印（シャチハタ等）は不可です。 

押印した場合は、本補助金の一連の手続きには、すべてこの印鑑での押印

が必要となります。 

現住所 移住後の浜松市内の郵便番号と住所を記入します。 

連絡先 市からの問合せに使用します。固定電話・携帯電話どちらの番号でも 

構いませんが、必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。 

配偶者等氏名 配偶者等の氏名とフリガナを記入します。 

補助対象世帯員 配偶者等を除く申請者の世帯員について記入します。 

収支計画 補助申請額については、事前に市にご相談いただき、金額を記入してくだ

さい。難しい場合は、申請の際に窓口で記入のお手伝いをします。 

その他 工事・賃貸・引越等の契約者は必ず申請者または配偶者等にしてください。

領収書の宛名も申請者または配偶者等となります。 
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浜松市中区元城町〇〇〇－〇

浜松 太郎

記入例（市税納付・納入確認同意書） 

※成人の方は、直筆でご記入ください。（直筆いただいた方の押印は不要です） 

※子どもや自筆できない方の分は申請者が子どもの名前を代筆の上、申請者欄の申請者名に押印

したうえで、同じ印を子どもの名前のところに押印してださい。 

浜
松 

妻 

浜松 太郎 浜松 花子

長男 

浜松 一郎
浜
松 
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【市税納付・納入確認同意書の記入例】 

申請者の住所、氏名 申請者の情報は、申請書の記入事項と同じ住所・氏名を記入してください。

市税の確認 申請者、配偶者等、補助世帯員全員の市税の申告・納入状況について確認

します。 

【注意】世帯員の氏名の記入について 

  この書類の氏名は、本人が内容を確認し署名してください。 

（子どもや自署できない方については、申請者が代筆・押印してください。） 
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記入例（暴力団排除に関する誓約書） 

浜松市中区元城町○○○－○

浜松 太郎
浜
松 

申請書で押印した場合

は、同じ印鑑を押印し

てください。
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【暴力団排除に関する誓約書の記入例】 

誓約者氏名・住所 申請書と同じ方の氏名・住所を記入してください。 

暴力団排除に関する確認 次に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約していただきます。 

・暴力団 

・暴力団員等 

・暴力団員等と密接な関係を有する者 

・上に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しく

は監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人)となっている法

人その他の団体 

必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾し

ていただきます。 
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記入例（浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書）

浜松市中区元城町○○○－〇
浜
松 浜松 太郎

申請書で押印した場合は、

同じ印鑑を押印してくだ

さい。
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【浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書の記入例】 

申請者氏名・住所   申請書と同じ方の氏名・住所を記入してください。 

誓約事項、同意事項の 

確認 

本補助金に関する報告及び立入調査、返還条件、本補助金の補助対象経費

が他の補助金との重複がないことについて誓約するもの。 

また、誓約事項が守られているか確認するために、本市が在住確認をする

ことに同意していただきます。 
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記入例（自治会加入証明書）

浜松市中区元城町○○○－〇

浜松 太郎

〇〇町

浜松 育男 印

053-000-0000 

〇
〇
町
自

治
会
代
表

者
長
之
印
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【自治会加入証明書の記入例】 

住所・氏名 申請書と同じ方の住所・氏名を記入してください。 

自治会証明欄 

名称・会長名・連絡先 

補助対象住宅が所在する地域の自治会役員等に必要事項を明記いたただ

き、会長印をいただいてください。 
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記入例（浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金に関する承諾書） 

元城町○○○－〇中

浜松市中区元城町○○○－〇

浜松 太郎

浜松市浜北区寺島○○○－〇

土地 所有

土
地 

所有者の押印が必要です。

※課税台帳上の所有者、相続人が複数いる場合は、全ての所有者、相続人の方の承諾が必要です。 
※申請者または配偶者または補助対象世帯員が住宅・土地の所有者である場合は提出不要です。 
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【浜松市ハマライフ住宅取得費等助成事業費補助金に関する承諾書の記入例】 

工事を行う場合で、補助世帯員以外に、住宅（新築の場合は土地）の所有者がいる場合のみ必要な 

書類です。 

工事場所、申請者の 

住所、氏名、対象工事 

申請者の情報は、申請書の記入事項と同じ住所・氏名を記入してください。

他所有者情報 対象工事を行う住宅（新築の場合は土地）の同居等を行う補助対象世帯員

以外に所有者がいる場合、承諾が必要です。 

※承諾者の印は、申請者や他の承諾者と同一の印は認められません。 

必ず異なる印をお使いください。 

※ゴム印（シャチハタ等）の使用は認められません。 

【注意】訂正印について 

 この書類の訂正には、その訂正の部分に関わる承諾者の印が必要となります。 
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記入例（請求書） 

中区元城町○○○－〇

浜松 太郎

１ ０ ０ ０

浜松銀行

浜松支店

１２３４５６７

ハママツ タロウ
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【請求書の記入例】 

申請者住所、氏名 申請書と同じ方の住所・氏名を記入してください。押印は不要です。 

本文 補助金交付決定通知書の右上に記載されている日付、及び番号を記入して

ください。 

金額 補助金交付決定通知書に記載されている金額を記入してください。 

振込口座 振込先の口座情報を記入してください。 

（申請者名義の口座としてください。） 

※口座番号が違っていると、振込が出来ません。 

お間違えのないようご注意ください。 

※ゆうちょ銀行の口座を使用する場合は、通帳表紙見開き下部にある口座

情報をご記入ください。 
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写真の提出例

令和 5 
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【必要な写真について】 

新築 対象となる土地と建物を、周囲の風景が分かるように撮影してください。 

※２枚以上撮影してください。 

取得 対象となる住宅の外観全体が分かるように撮影してください。

※２枚以上撮影してください。

増築・改修 ①対象となる住宅の外観の写真 

②対象工事の施工前後の写真

例）段差の改修の場合：段差が改善・解消される箇所の工事前後の写真 

（段差のある状況が明確に判別できるもの） 

※工事を行った全ての場所 

部屋のすべてを改修する場合は、部屋の全ての壁面・床面・天井面の写真、

内装のみの改修であっても外観の全景写真も必要です。

【住宅改修にかかる手すり設置工事の例】 

申出時・実績報告時 

階段下段 階段中段 階段上段

・手すりの設置位置を撮影してください。 
・階段の左右どちらに設置するかが未定な場合は、あらかじめ両方の壁面を撮影してください。 
・一枚の写真に納まらない場合は、複数枚に分割してもかまいません。 

手すりの撮影のポイント 

【注意】写真撮影について 

写真は対象物が明確に確認できるものとしてください。 

できるだけ正面で、対象物が中心にくるよう撮影してください。 

写真の大きさは L判程度としてください。 

写真が小さすぎる、ぼやけている、かすれている、逆光、暗いなどにより状況確認ができない、改修

を行う前の状況が明確に確認できない場合は、申請の受付ができません。 

また、白黒写真は認められません。必ずカラーで撮影・提出してください。 
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 領収書の参考例

令和 5年 5月 1日
浜松建設株式会社

０５３－○○○－○○○○

浜松市中区元城町○○○番

浜松 太郎

￥〇,〇〇〇,〇〇〇‐（税抜金額￥〇,〇〇〇,〇〇〇）

但し、浜松太郎様邸改修工事代として

上記正に領収しました。

浜松 太郎

令和 5 年 6 月 1 日

￥〇〇〇,〇〇〇‐（税抜金額￥〇〇〇,〇〇〇）
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【領収書の参考例】 

領収書は以下の内容が確認できるものとしてください。 

年月日 領収書の発行日を記載 

※工事等の完了日以後の日となります。 

宛名 契約をした申請者または配偶者等の宛名になっていること 

金額及び支払内容 但し書きなどで、補助対象の内容であることが確認できること 

発行者 発行者の押印（社印または代表者印）があること 

収入印紙 消印が押してあること 

※金額が５万円未満（税抜）の領収書の場合、収入印紙が不要である旨が

分かる記述がある場合、クレジット払いの記述がある場合は不要です。 
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●定義について 

Ｑ「移住」とは何ですか？ Ａ 浜松市へ住民票を異動し、生活の本拠を浜松市へ移すことをいい

ます。生活実態が伴わない場合は移住に該当しません。 

Ｑ「移住した日」とは何ですか？ Ａ 浜松市へ住民票を異動した日をいいます。 

Ｑ「配偶者等」とは何ですか？ Ａ 申請者と婚姻関係にある者のほか、申請者と「浜松市パートナー

シップ」の宣誓をした者をいいます。 

Ｑ「浜松市パートナーシップ」

とは何ですか？ 

Ａ 互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うこ

とにより、共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。 

浜松市ではパートナーシップの宣誓を受け宣誓書を受領したときは、

公的に証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。 

なお、「静岡県パートナーシップ」は静岡県くらし・環境部県民生活局

男女共同参画課（TEL：054-221-3363）にお問い合わせください。 

Ｑ「補助対象世帯員」とは何で

すか？ 

Ａ 申請日時点において申請者及び申請者の世帯の世帯員のことをい

います。 

Ｑ「改修」とは何ですか？ Ａ 住宅の性能・機能等を向上させる工事または現状維持若しくは以

前の状態に回復するための補修工事をいいます。 

Ｑ「建築物」とは何ですか？ Ａ 建築基準法に定められている「土地に定着する工作物のうち、屋

根及び柱若しくは壁を有するもの」をいいます。 

Ｑ「ひとり親家庭」とは何です

か？ 

Ａ 満 20 歳未満の未婚の子どもを持つ、母子・父子家庭をいいます。 

ひとり親家庭の世帯主が 50 歳未満であれば、申請ができます。また、

かつてひとり親家庭（満 20 歳以上の未婚の子どもを持つ家庭）であっ

た世帯の世帯主も申請ができます。その場合は補助対象世帯員全員が

50 歳未満である必要があります。 

●申請や返還条件について 

Ｑ誰が申請できますか？ Ａ ２ページの補助対象者の要件全てに該当する方しか申請はできま

せん。以下に例を挙げます。 

（例 1）妻が浜松市内在住で、夫が市外から浜松市に移住して婚姻し

た場合は夫（要件に全て該当）が申請できます。 

（例 2）夫が単身赴任により浜松市内在住で、妻と子が市外から浜松

市に移住した場合は妻（要件に全て該当）が申請できます。 

Ｑ令和３年３月に浜松市に引っ

越して賃貸住宅で生活していま

すが、申請は可能ですか？ 

Ａ 令和３年４月１日以降に浜松市へ住民票を異動して、補助対象者

の要件を満たしていれば申請は可能です。その際、引っ越しの場合は

転居前後の住所が番地まで記載されている領収書や見積書のコピーが

必要になりますし、賃貸住宅の場合も契約書や領収書、対象経費が確

認できる書類のコピーが必要になりますので、ご注意ください。 

よくあるご質問
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Ｑ住宅を新築して補助金を受領

した１年後に、夫のみが単身赴

任で市外へ転出することになり

ました。返還は必要ですか？ 

Ａ 新築・取得、増築・改修の場合、補助金の申請日から 5 年を経過

する前に補助対象世帯員全員が補助対象住宅から転居した場合、補助

金の全額を返還していただくことになります。 

このケースでは、夫のみが市外へ転出し、他の補助対象世帯員は補助

対象住宅の生活を継続することから返還条件には該当しません。 

Ｑ賃貸住宅に引っ越しして補助

金を受領しました。２年後に、

子を授かり、住居が手狭になっ

たため、浜松市外の建売住宅を

購入し補助対象世帯員全員で市

外へ転出することになりまし

た。返還は必要ですか？ 

Ａ 賃貸住宅の場合、補助金の申請日から 5 年未満に補助対象世帯員

全員が市外へ転出した場合、補助金の全額を返還していただくことに

なります。 

このケースでは、補助対象世帯員全員が市外へ転出するため、補助金

の全額を返還していただきます。 

なお、補助金の返還の他に加算金（民法上の違約金。年 10.95％）を

請求します。また、補助金の返還が遅れた場合は損害遅延金（年

10.95％）を請求します。 

なお、交付の条件を満たすことが困難になった場合は、速やかに当課

にご報告ください。 

●対象工事について   

Ｑ国・県・市で他の補助金と両

方申請できますか？ 

Ａ 本事業による補助金と他の補助制度との併用について、補助対象

外となる場合があります。詳細は、Ｐ15 を参照ください。 

Ｑ増築・改修はどんな工事が対

象になりますか 

Ａ 浴室やキッチン、部屋等の増設・改修工事などが対象になります。

また、フローリングの張替えや畳替え等、以前の状態に回復するため

の補修工事も対象になります。 
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疑問点や不明点等がありましたら、 
受付窓口までお問い合わせください。 

浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 移住・中山間地域グループ 
〒430-8652 浜松市中区元城町103－2  浜松市役所本庁舎3階 

T E L 053-457-2243

F AX 053-457-2750  
Email  shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

受付時間 午前 8時 30分～午後５時15分（土日祝除く）


